
インボイス制度負担軽減措置の２割特例 

インボイス制度を機に免税事業者からイ

ンボイス発行事業者として課税事業者にな

った者は、仕入税額控除の金額を、特別控

除税額（課税標準金額の合計額に対する消

費税額から売上げに係る対価の返還等の金

額に係る消費税額の合計額を控除した残額

の 100分の 80に相当する金額）とすること

ができます。いわゆる２割特例です。 

２割特例は、インボイス制度を機に免税

事業者からインボイス発行事業者として課

税事業者になった事業者が対象です。基準

期間における課税売上高が１千万円を超え

る事業者等、インボイス発行事業者登録と

関係なく事業者免税点制度の適用を受けな

いこととなる場合などは対象外です。 

この特例の適用に当たっては、事前の届

出は必要なく、消費税の申告時に消費税の

確定申告書に２割特例の適用を受ける旨を

付記すれば適用を受けることができます。 

また、２割特例の継続適用といった縛り

はなく、課税期間ごとに２割特例を適用し

て申告するか否か判断することができます。  

２割特例を適用できる期間は、令和５年

10 月１日から令和８年９月 30 日までの日

の属する各課税期間です。 

卸売業以外は一般課税で２割特例が柔軟 

 ２割特例は、一般課税と簡易課税のいず

れの選択でも、適用することが可能です。 

簡易課税計算で、卸売業はみなし仕入率

が 90％ですが、それ以外の事業は 80％以下

です。そのため、卸売業以外の事業の場合、

特例が適用できる期間は 2 割特例を使った

方が納税額は同じか少なくなります。 

簡易課税での計算は、一般課税での計算

とは違い、売上げの消費税よりも仕入れの

消費税の方が多くなっても、マイナス分が

還付される仕組みとはなっていません。マ

イナスに備え、一般課税で計算できる柔軟

性を残すため、簡易課税の選択を先延ばし

した方が良いかもしれません。 

特例を適用した課税期間後の簡易課税選択 

 ２割特例の適用を受けたインボイス発行

事業者が、２割特例の適用を受けた課税期

間の翌課税期間中に、消費税簡易課税制度

選択届出書を提出したときは、その提出し

た日の属する課税期間から簡易課税制度の

適用を受けることができます。 

 免税事業者から課税事業者になることで

自社に消費税がどう影響してくるのかのシ

ミュレーションをしっかり行い、こうした

緩和措置をうまく活用してください。 
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消費税２割特例が使える場合 

の簡易課税選択届の先延ばし 

さまざまな負担軽減措置が設け

られています。会計事務所と十

分にご相談ください。 


